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前橋市長職務代理者から定期監査の結果に対する措置について通知がありました

ので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、別

紙のとおり公表します。 
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監査期間　令和７年１０月９日～１１月２６日　 

措置通知書提出日　令和７年１２月２４日

監　　　査　　　結　　　果
（指摘・要望事項）

指摘事項に対する措置内容及び
要望事項に対する考え方等

債権管理にあたっては正副担当で債権管理台帳
を確認することにより、適正な事務処理を図る
こととした。

本課が実施する委託事業において、入札が不調
となり、後日入札を実施する場合は、「仕様書
はそのままで業者を変えて実施」又は「仕様を
変更し当初の業者で実施」する必要があること
について、課内に周知を図った。
また、契約監理課が示す入札執行手順の内容を
徹底するため、課内で研修を実施した。

再発防止のため、監査結果について課内で情
報共有を行った。
契約事務については、物品購入等入札注意事

項にのっとった事務処理が行えるよう、入札執
行手順を見直した。また、誓約書の様式を予め
作成しておくこととし、次回の契約から確実に
改善できる対応を行った。

財務部定期監査結果に係る措置通知書

【監査対象所属：資産経営課】

１　契約事務について（指摘事項）

領収日付のデータ化に伴う領収済通知書仕分
等委託業務において、入札参加者から刑法、独
占禁止法等の規定に抵触する行為を行っていな
い旨の誓約書の提出を受けていないにもかかわ
らず、指名競争入札を執行していた。
物品購入等入札注意事項において、入札参加

者は、当該誓約書を提出のうえ、入札しなけれ
ばならないと規定していることから、適正な事
務処理を行うよう改善されたい。

１　債権管理事務について（指摘事項）

市有地の貸付料において、履行期限までに納
入しない者に対し、履行期限後２０日以内に督
促状を発していなかった。
債権の管理に関する条例第６条、同条例施行

規則第３条にのっとり適正な事務処理を行うよ
う改善されたい。

２　入札不調後の対応について（要望事項）

市議会庁舎自家用電気工作物保守点検業務に
おいて、当初の入札が不調となった後、仕様に
ついて、履行期間の始期を令和７年４月１日か
ら令和７年４月１８日に変更したものの、他の
業務内容は変更せずに、後日、当初の業者と入
札を再実施していた。
契約監理課が示す入札執行手順では、入札が

不調となり、後日入札を実施する場合の対応は
「仕様はそのままで業者を変えて実施」又は
「仕様を変更し当初の業者で実施」としてい
る。履行期間の始期のみの変更は、仕様の変更
とは言い難いため、入札が不調となった場合
は、契約監理課が示す入札執行手順にのっとり
実施するよう検討されたい。

【監査対象所属：収納課】



監査期間　令和７年１０月９日～１１月２６日　 

措置通知書提出日　令和７年１２月９日

監　　　査　　　結　　　果
（指摘・要望事項）

指摘事項に対する措置内容及び
要望事項に対する考え方等

１　財産管理事務について（指摘事項）
　今回指摘のあった２件の土地については、１
１月１４日に公有財産異動通知書を資産経営課
長に通知した。
　今後は財務規則にのっとり適正な事務を行う
ため、１１月１４日に資産経営課担当者とごみ
収集課正副担当者３名で打ち合わせを行い、公
有財産管理システムの登録から報告までの一連
の流れについて確認するとともに、チェック
シートに加筆修正し、直ちに対応できるよう改
善した。

環境部定期監査結果に係る措置通知書

【監査対象所属：ごみ収集課】

北代田町６４１番７及び駒形町５８番２９
の土地について、それぞれ令和７年５月及び
６月に寄附により取得しているが、公有財産
異動通知書を資産経営課長に通知していな
かった。
令和４年度の監査指摘事項の改善が不十分

な状況であることを再確認するとともに、財
務規則第１８９条第１項において、主務課長
は、土地を寄附等により取得したときは、公
有財産異動通知書に、関係図面及び関係書類
を添えて、直ちに資産経営課長に通知しなけ
ればならないと規定していることから、同項
にのっとり適正な事務処理を行うよう改善さ
れたい。
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